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【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 遊 技 媒 体 を 遊 技 機 内 部 に 貯 留 す る 貯 留 手 段 と 、
　 該 貯 留 手 段 に 貯 留 さ れ た 前 記 遊 技 媒 体 を 遊 技 機 前 面 部 に 設 け ら れ た 排 出 部 よ り 遊 技 機 外
部 へ と 払 い 出 す た め の 払 出 手 段 と を 備 え 、
　 所 定 条 件 を 満 た す こ と に よ り 前 記 排 出 部 か ら 前 記 遊 技 媒 体 の 払 い 出 し を 行 う よ う に 構 成
し た 遊 技 機 に お い て 、
　 前 記 遊 技 媒 体 が 収 容 さ れ る 収 容 箱 を 支 持 す る 支 持 手 段 を 設 け 、
　 前 記 収 容 箱 の 開 口 領 域 が 前 記 排 出 部 か ら 払 い 出 さ れ る 前 記 遊 技 媒 体 の 落 下 経 路 を 含 む よ
う に 、 前 記 排 出 部 と 前 記 支 持 手 段 と の 位 置 関 係 を 設 定 し た こ と を 特 徴 と す る 遊 技 機 。
【 請 求 項 ２ 】
　

【 請 求 項 ３ 】
　

【 請 求 項 ４ 】
　

【 請 求 項 ５ 】
　

【 請 求 項 ６ 】

前 記 支 持 手 段 に 前 記 収 容 箱 が 支 持 さ れ て い る か を 検 出 す る 検 出 セ ン サ と 、 該 検 出 セ ン サ
に よ る 検 出 結 果 に 基 づ い て 前 記 収 容 箱 が 支 持 さ れ て い る と 判 断 さ れ た 場 合 に は 遊 技 媒 体 の
払 い 出 し を 許 可 す る 払 出 許 可 手 段 と 、 前 記 検 出 セ ン サ に よ る 検 出 結 果 に 基 づ い て 前 記 収 容
箱 が 支 持 さ れ て い な い と 判 断 さ れ た 場 合 に は 遊 技 媒 体 の 払 い 出 し を 禁 止 す る 払 出 禁 止 手 段
と を 備 え た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 遊 技 機 。

前 記 払 出 禁 止 手 段 に よ り 遊 技 媒 体 の 払 い 出 し が 禁 止 さ れ て い る 状 態 に お い て 、 遊 技 媒 体
の 払 い 出 し が 行 わ れ る 前 記 所 定 条 件 を 満 た し た 場 合 に は 、 異 常 が 発 生 し た と 判 断 し 、 遊 技
者 に 異 常 を 報 知 す る 異 常 報 知 処 理 又 は 遊 技 を 不 能 と す る 遊 技 不 能 処 理 の 内 の 少 な く と も 一
方 の 処 理 を 実 行 す る 異 常 処 理 手 段 を 備 え た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ に 記 載 の 遊 技 機 。

前 記 異 常 処 理 手 段 に よ り 異 常 が 発 生 し た と 判 断 さ れ た 後 、 前 記 支 持 手 段 に 前 記 収 容 箱 が
支 持 さ れ た と 判 断 さ れ た 場 合 に は 、 前 記 異 常 報 知 処 理 及 び 前 記 遊 技 不 能 処 理 を 自 動 的 に 解
除 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ３ に 記 載 の 遊 技 機 。

前 記 支 持 手 段 と し て 、 前 記 収 容 箱 が 載 置 さ れ る 平 板 状 の 板 状 支 持 部 材 を 設 け た こ と を 特
徴 と す る 請 求 項 １ 乃 至 ４ の い ず れ か に 記 載 の 遊 技 機 。



　

【 請 求 項 ７ 】
　

【 請 求 項 ８ 】
　

【 請 求 項 ９ 】
　

【 請 求 項 １ ０ 】
　

【 請 求 項 １ １ 】
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前 記 板 状 支 持 部 材 を 前 記 遊 技 機 前 面 部 よ り 前 方 に 突 出 す る 使 用 時 位 置 と 突 出 し な い 非 使
用 時 位 置 と の 間 で 切 換 配 置 可 能 と し た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ５ に 記 載 の 遊 技 機 。

前 記 板 状 支 持 部 材 の 上 面 が 前 記 遊 技 機 前 面 部 か ら 遊 技 機 前 方 に 向 け て 上 方 に 傾 斜 し て い
る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ５ 又 は ６ に 記 載 の 遊 技 機 。

前 記 板 状 支 持 部 材 の 外 縁 部 の 全 体 が 上 方 に 起 立 す る よ う に 起 立 部 を 設 け た こ と を 特 徴 と
す る 請 求 項 ５ 乃 至 ７ の い ず れ か に 記 載 の 遊 技 機 。

前 記 支 持 手 段 と し て 、 遊 技 機 前 方 に 延 び 前 記 収 容 箱 の 端 部 に 設 け ら れ た 折 り 返 し 部 が 係
合 さ れ る 係 合 手 段 を 備 え た 一 対 の 長 尺 状 支 持 部 材 を 所 定 間 隔 離 間 さ せ 、 且 つ 同 一 の 高 さ と
な る よ う に 設 け 、 各 長 尺 状 支 持 部 材 の 前 記 係 合 手 段 に 前 記 収 容 箱 の 折 り 返 し 部 を 係 合 さ せ
る こ と に よ り 前 記 収 容 箱 の 開 口 領 域 が 前 記 排 出 部 か ら 払 い 出 さ れ る 遊 技 媒 体 の 落 下 経 路 を
含 む よ う に 前 記 収 容 箱 が 支 持 さ れ る 構 成 と し た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 乃 至 ４ の い ず れ
か に 記 載 の 遊 技 機 。

前 記 長 尺 状 支 持 部 材 を 前 記 遊 技 機 前 面 部 よ り 前 方 に 突 出 す る 使 用 時 位 置 と 突 出 し な い 非
使 用 時 位 置 と の 間 で 切 換 配 置 可 能 と し た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ９ に 記 載 の 遊 技 機 。

前 記 長 尺 状 支 持 部 材 の 上 面 が 前 記 遊 技 機 前 面 部 か ら 遊 技 機 前 方 に 向 け て 上 方 に 傾 斜 し て
い る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ９ 又 は １ ０ に 記 載 の 遊 技 機 。
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